
令和７年１２月１５日発行 

役場からの行政・地域情報 

（回覧板） 
 

 

高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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山火事防止について 
冬季に入り、乾燥する日が続きます。近年、全国各地で大規模な山林火災が発

生しています。山火事の原因の多くは、火の取り扱いの不注意となっています。 

山火事が発生すると、消火に時間を要し、多くの森林が失われてしまいます。

山火事は一人ひとりの心がけで防ぐことができます。森林を守るため、山火事防

止にご協力ください。 

ご不明な点がありましたら、農政林務課の窓口へご相談ください。 

問 農政林務課 林務係 ☎0984-42-5134（内線：245） 
 

家屋を取り壊した時の手続きについて 

 住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、申請が必要とな

ります。 

 【家屋を取り壊したとき】 

令和７年 12月 26日（金）までに「家屋滅失届」を 

税務会計課（課税係）へ提出してください。 

固定資産税は、毎年１月１日（「賦課期日」といいます）現在の状況で課税さ

れます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊

しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。 

 なお、登記がされている家屋については管轄の法務局（宮崎地方法務局小林出

張所）にて「滅失登記」を行ってください。 

 ご不明な点がありましたら、税務会計課課税係までご連絡ください。 

問 税務会計課 課税係 ☎0984-42-2113（内線 111、113） 
 

 セルフケア講座「セルフ指圧とタイマッサージ」 募集のお知らせ 
標記について下記の通り募集いたします。 

１ 開催日時 

① １月 27日（火）10時 00分～１時間程度 

② ２月 24日（火）10時 00分～１時間程度 

③ ３月 24日（火）10時 00分～１時間程度 

２ 開催内容 

  寒さで縮こまった身体を全身指圧でほぐしながら、タイマッサージによる 

ストレッチ方法を学びます（全３回）。 

３ 対象 

   18歳以上の町民（高校在学者は除きます。） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 
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 ４ 費用  

無料です。 

 ５ 定員 

   20名程度 

 ６ 準備するもの 

   汗拭き用タオル、動きやすい服装でお越しください。 

 ７ 場所 

   ほほえみ館（畳部屋） 

 ８ 講師 

   幸田 麻紀 氏 （高原町在住） 

（アーユルケアはうすモークシャ・ハタイ自然療法センター代表） 

   略歴：2009年にアーユルヴェーダ施術者として按摩マッサージ指圧師 

     を取得後、整形外科勤務を経て、2011年に宮崎県へ移住、 

     現在、高原町を中心に日本の薬草を活用したアーユルヴェーダ 

     の普及に努め、県内各地で健康に関する研究や講座を展開中 

   資格：按摩マッサージ指圧師・調理師等 

 ９ 申込みについて 

（１） 申込回数：全３回、一括でのお申込みとなります。 

※２回目、３回目からの申し込みも可能です。 

（２） 申込期間：各開催日の前日まで 

（３） 申込方法 

① 電話でのお申込み：0984-42-4820 

② ほほえみ館来館：健康課 健康推進係にてお申込みください。 

 10 その他  

   ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 
 

犯罪被害者等支援制度について 
本町では、令和６年度から高原町犯罪被害者等支援条例制定により、犯罪被害

者等支援制度を設けております。 

 これは町民が犯罪行為を受け、死亡または重傷病等となった場合に、本人また

は遺族等に対する支援を行うもので、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び

経済的負担軽減に向け支援金をお支払いするものです。 
【犯罪被害者等支援金の額】 

 遺族支援金  ３０万円 

 重傷病支援金 １０万円       となっております。 

※万が一犯罪被害に遭われた場合は、総務課危機管理係までご相談ください。 

平日 午前８時 30分～17時 15分 

 ただし、役場閉庁日（土、日、祝日、年末年始）は除く。 

問 総務課 危機管理係 ☎0984-42-2112（内線：215） 
 



令和７年 12 月 15 日 
 町民各位 

高原町長  丸山 裕次郎 

（公  印  省  略） 
 

令和７年度高原町会計年度任用職員（保健師）の募集について 
 
 令和８年１月以降採用の会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 
 会計年度任用職員とは、一会計年度（令和８年３月 31日まで）を超えない範囲内で任用
される一般職の非常勤職員です。 
 
１  受験資格、採用職種、勤務条件等 
（１）受験資格 

  次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条） 

（ア）拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 
がなくなるまでの者 

（イ）会計年度任用職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過 
しない者 

（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し 
た者 

 
（２）採用職種、採用予定人数、業務内容、必要免許等、勤務条件等 

採用職種 
採用
予定
人数 

業務内容 
必要免許・経

験等 
勤務形態 報酬額 

保健師 １名 
・保健師の知見を
要する業務等 

保健師免許証 

原則として月曜日から
金曜日の午前 8時 30分
から午後 5時 15分まで
の間で、勤務場所によ
って定められた時間 
（1日６時間勤務） 

月額 
201,600 円 
    ～ 

 

○任用期間 
任用期間は、原則として採用の日から令和８年３月 31日の間となります。 
任用後１か月間は試用期間となります。 

○手当等 
 ・費用弁償（通勤手当） 

通勤距離によって費用弁償（通勤手当）が支給されます。ただし通勤距離によっては 

支給されない場合があります。 
 ・時間外手当 
   職種、勤務場所によって定められた時間外の勤務が生じた場合に支給されます。 
 ・期末手当等 
   報酬及び任用期間等に応じて支給されます。 
○休日 
  原則として週休日（土曜、日曜）及び国民の祝日並びに 12 月 29 日から翌年１月３日
までの日が休日となります。 

○休暇 
  年次有給休暇、夏季休暇、忌引休暇等があります。 

回覧 



○社会保険等 
  地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法の定めるところにより 

それぞれ加入します。 
 

２ 選考方法 
  高原町役場において、面接試験を実施します。 
  ※面接日時の詳細は、応募者へ個別に通知します。 
 
３  受験手続 
（１）必要書類 

（ア） 申込用紙 
（イ） 保有している資格等の証明書の写し 

（２）申込用紙の交付場所 高原町役場２階 総務課 行政係 
（高原町ホームページからもダウンロード可能です） 

（３）申込用紙の提出先 
      高原町役場総務課 
     （〒889-4492  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地） 

   所定の申込用紙に必要事項を記入し、直近３か月以内に撮影した写真を所定のと
ころに貼って提出してください。写真の貼っていないものは、受け付けられない場合
がありますので注意してください。 
※ 郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便局窓口で
交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するまで保管しておいてくだ
さい。なお、封筒の表には、「高原町会計年度任用職員採用試験受験」と朱書きし
てください。 

（４）受付期間 

12月 15日（月）～12月 24日（水）８：30～17：15（土日祝日を除く。） 
郵送の場合は 12月 24日（水）必着となります。 

※受付期間終了までに採用者が決定した場合は、随時募集を締め切ります。 

 
４  合格から採用まで 

合格発表は、合格者に個別で通知いたします。 

 
５ 問い合わせ先 
  高原町役場 総務課 行政係 
  住 所 〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 
  ＴＥＬ 0984-42-2112（内 211）E-mail soumu@town.takaharu.lg.jp 













 

 

令和７年１２月１５日 

 町民各位 

高原町教育委員会 

 

令和８年度高原町教育委員会会計年度任用職員採用試験について 
 
 令和８年４月以降採用の会計年度任用職員の採用試験を下記のとおり実施
します。 
 会計年度任用職員とは、一会計年度（令和９年３月３１日まで）を超えない
範囲内で任用される一般職の非常勤職員です。 
 
１  受験資格、採用職種、勤務条件等 
（１）受験資格 

  次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条） 
ア 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受 

けることがなくなるまでの者 
イ 高原町臨時職員、非常勤職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の 

日から２年を経過しない者 
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し 

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、 
又はこれに加入した者 

 
（２）募集職種、勤務条件、応募資格等 
   ※別紙１を御覧ください。 
 
２ 試験日及び試験会場 

試験日 試験会場 

２月上旬の通知する日に試験を実施します。 
高原町役場又は高原
町中央公民館 

 
３ 試験内容 

職種 試験項目 試験内容 

教育調整監 面接試験 

業務の適性を考慮した選考を行い
ます。 

社会教育指導員 面接試験 

遺跡発掘調査補助員 面接試験と専門試験 

 
 
４  受験手続 
（１）申込用紙の交付場所 

ア 高原町中央公民館 １階 高原町教育委員会 教育総務課 
イ インターネット  

   高原町ホームページ（https://www.town.takaharu.lg.jp/）から

回 覧 

https://www.town.takaharu.lg.jp/）からダ


ダウンロードできます。 
 
（２）申込み時の注意事項 
   免許等が必要な職種の受験申込みは、免許の写しを受験申込書に添付 

してください。 
   受験申込みは、裏面の職種の中から一つだけ選択してください。 

（学校教育係募集職種以外については、併願はできません。） 
 
（３）申込用紙の提出先 
      高原町教育委員会 教育総務課 
     （〒889-4412  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓 392番地） 

   所定の申込用紙に必要事項を記入し、最近３か月以内に撮影した写真
を所定のところに貼って提出してください。写真の貼っていないものは、
受け付けられない場合がありますので注意してください。 
※ 郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵
便局窓口で交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するま
で保管しておいてください。 
なお、封筒の表には、「高原町会計年度任用職員採用試験受験」と 

朱書きしてください。 
 

（４）受付期間 
   申込用紙提出〆切 令和８年１月１６日（金曜日） 

※期限厳守でお願いします。 
 
５  合格から採用まで 

合格発表は合格者に郵送で通知します。合否結果については、電話による 
問い合わせにはお答えできません。 
合格者は、採用候補者名簿に登載され、必要に応じて任命権者によって採 

用が決定されます。 
 また、この名簿からの採用は原則として令和８年度の間ですが、合格者は 
採用予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されない場 
合があります。 
 なお、任用期間は原則として１年度以内ですが、次年度予算の成立、勤務
状況等により次年度以降も再度任用する場合があります。 

 
６ 試験関係情報の提供（緊急連絡）について 

災害等による試験日程の変更やその他の緊急連絡を行うことがあります。 
申込用紙には連絡のつく連絡先を必ず記入するようにしてください。 

 
７ 問い合わせ先 
  高原町教育委員会 教育総務課 
  住 所 〒889-4412 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓３９２番地 
  ＴＥＬ 0984-42-1484（内 415/417） 

E-mail:kyousou@town.takaharu.lg.jp 

https://www.town.takaharu.lg.jp/）からダ


 

◆学校教育係・社会教育係・文化財係関係 

募集職種 勤務場所 応募資格 業務内容 募集人数 勤務形態 報酬額 勤務条件等 

教育調整監 

高原町中央

公民館 

もしくは 

町内小中学

校 

○普通運転免許証 

○教育相談員または校長職

の経験者 

○教員免許状 

（受験申込書提出時に写し

を提出のこと） 

児童生徒に関する

相談業務、適応指導

教室、校内教育支援

センターでの学習指

導など 

２名 
8:30～16:30 

（週35時間） 

月額 

219,845 円

～ 

●任用期間 

原則として令和８年４月１日から令和９年

３月31日までの1年間となります。 

なお、任用後１ヶ月間は試用期間です。 

ただし、１月の勤務日数が15日に満たない

場合は、勤務日数が15日に達するまでが試用

期間となります。 

●手当 

・通勤手当（通勤距離により支給、不支給を決

定） 

・時間外手当（職種、勤務場所によって定めら

れた時間外の勤務が生じた場合に支給） 

・期末手当（報酬及び任用期間等応じて支給

されます。ただし、任用期間等によっては支

給されない場合があります。） 

●休日 

週休日（土曜日、日曜日）及び国民の祝日並

びに１２月２９日から翌年１月３日までの日

が休日となります。 

 ただし、職種、勤務場所によって、これ以外

の日が休日となる場合があります。 

●休暇  

 年次有給休暇、忌引休暇等があります。年

次有給休暇については、任用期間によって付

与される日数が異なります。 

●社会保険等 

 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険

法の定めるところにより、それぞれ加入しま

す。ただし、勤務日数や勤務時間によっては

加入の対象とならない場合があります。 

●その他 

 勤務場所まで通勤していただくこととなり

ます。 

社会教育指導員 

高原町中央

公民館 

及び 

高原町内 

○普通運転免許証 

○パソコン（ワード、エクセ 

ル等）の操作ができる方 

上記の要件を満たし、次の 

いづれかを有する方 

〇社会教育主事講習修了書 

〇教員免許状 

（受験申込書提出時に写し

を提出のこと） 

〇社会教育に関する学識経 

験等 

社会教育分野の指

導、相談、助言、団体

育成等に加え、生涯学

習講座等の開設や講

師連絡調整等 

１名 

原則として 

月～金 

8:30～17:15 

月15日 

12箇月未満 

月15日の額 

月額 

173,857 円

～ 

 

遺跡発掘調査補助員 

高原町内発

掘調査現場

及び 

高原町中央

公民館 

○普通運転免許証 

○パソコン（ワード、エクセ 

ル）及びタブレットの操作が 

できる方 

・埋蔵文化財発掘調査

現場での職員の補助 

・整理作業に係る図

面、データ整理 

・AdobeCreativeCloud

を使った作業等 

１名 

原則として 

月～金 

8:30～17:15 

月16日 

12箇月未満 

月16日の額 

月額 

143,238 円

～ 

※報酬については高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づき決定されます。 

※報酬額は職種により異なり、それぞれ上限があります。 

※休暇については、高原町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づき付与されます。 

※職種や配属される職場によっては、時間外、土日祝日勤務等があります。 

※試験内容の詳細については表面「３ 試験内容」を御確認ください。 

 別紙１  




